
【対　象】以下の①②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（1カ月以上）において、事業等に係る収入が前年同期に比
　べて 20％以上減少していること
②一時に納付を行うことが困難であること
【対象となる地方税】
令和２年２月１日から令和３年１月 31日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康
保険税が対象になります
【期　間】　最大１年間
【内　容】　担保の提供不要、延滞金もかかりません　※詳しくは市のホームページをご覧ください
【問い合わせ先】税務課収納班（☎内線 174）

新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方に対する地方税の徴収猶予制度について
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